
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※①～③は必須検討項目 

 

図２－３．施設調査と維持管理適正化対策の検討への活用のイメージ 
 
 
  

２．維持管理適正化対策の検討【アウトプット】 

①施設の再編・集約の検討 

１）既存の計画・文献調査 

２）人口算定・流入汚水量 

３）検討範囲の概定 

    ↓ 

  再編・集約の要否 

１．施設調査【インプット】 

②施設規模・処理方式の適正化の検討 

１）基礎的調査 

２）現況汚水処理施設調査 

３）維持管理状況調査 

    ↓ 

処理方式の比較検討 

 

③省エネルギー技術等の新技術導入の検討 

 （②の検討結果に基づき検討） 

１）省エネルギー技術導入調査（現況機

器、運転状況） 

２）ICT 導入調査（現況設備、維持管理

状況等） 

④その他の検討 

・PPP/PFI 導入調査 

・汚泥処理調査 

・新規需要調査 

・維持管理の効率化・適正化の検討に必要な

調査 

(２)基礎的調査 

計画汚水量算定 

（計画対象処理人口算定、

実流入汚水量調査） 

(１)処理区及び集排施設の概

要の把握 

１）処理区の諸元 

２）集排施設の諸元 

３）既存の計画・文献調査 

(３)現況の汚水処理施設及び

維持管理状況の調査 

１）現況汚水処理施設調査 

（処理水質、劣化進捗） 

２）維持管理状況調査 

（運転管理、維持管理） 

維持管理の課題 

（流入汚水量、処理水質、運転時間、腐食劣化、汚泥処理の課題等） 
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２－５．維持管理適正化対策の対策費 
２－４の維持管理適正化対策の検討においては、対策案に要する対策費を概算で算定

する。 
対策費の算定が難しい場合は、事業計画段階で算定する。 

【解説】 
２－４の維持管理適正化対策の検討においては、対策案に要する費用を概算で算定す

る。 
①施設の再編・集約については、「４－１．施設の再編・集約」を参照する。 
②施設規模・処理方式の適正化の検討については、「４－２．施設規模・処理方式の適

正化」を参照する。 
③省エネルギー技術等の新技術については、「４－３．省エネルギー技術等の新技術の

導入」を参照する。 
 
２－６．維持管理適正化対策の時期 

２－４で検討した維持管理適正化対策案について、計画対象処理区の課題の重要度や
緊急性等に留意して対策時期を検討する。 
【解説】 

維持管理適正化対策の時期は、計画対象処理区における課題の重要度や緊急性、人口変
化、施設の更新時期、効果の早期発現などを鑑みて検討する。 
すでに再編・集約予定のある場合や、処理区単独で対外調整が少ないものは、比較的早

期に対策を予定できるが、他の処理区との調整を要する場合や市町村を超えた広域的な
対策については、調整期間を要することから中長期的に予定する必要がある。 
最適整備構想で示される対策時期等とともに、市町村の財政計画や開発計画等を考慮

する必要がある。また、必要に応じて、最適整備構想を更新することを検討する。 
 
２－７．効率化・適正化の内容（維持管理費削減額又は効果等） 

２－４で検討した維持管理適正化対策案について、効率化・適正化の内容（維持管理費
削減額又は効果等）を整理する。 
【解説】 

維持管理費削減額については、保守点検の委託料や電気代、汚泥処理費等の維持管理費
における縮減額を算定する。建設費を考慮した費用対効果は事業計画段階において検討
する。 
なお、定量化することが困難な効果については、定性的な効果を整理する。例えば、遠

方監視システム導入により、災害や突発的な故障等への迅速な対応の実現などがある。 
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２－８．維持管理適正化計画の作成 
計画対象処理区及び汚水処理施設における維持管理の課題への対策案について、総合

的に調整し、維持管理適正化計画を取りまとめる。 
【解説】 

表２－１に示した計画対象処理区及び汚水処理施設における維持管理の課題や、①～
③の必須検討項目や④のその他の検討項目により得られた対策案について、それぞれの
検討結果を技術的に実施可能であるかといった観点から総合的に検討・調整したうえで、
市町村における執行体制や財政状況等を十分に考慮し、実現可能な対策となるように留
意して維持管理適正化計画を取りまとめる。 

 
２－９．留意事項 

維持管理適正化計画作成時の調査内容や検討項目は、計画対象処理区の現状に即して、
決定する。 
また、維持管理適正化計画は、策定後の社会情勢の変化等に応じて計画を見直し、更新

を行う。 
【解説】 
（１）維持管理適正化計画作成における調査内容及び検討項目 

維持管理適正化計画の作成に向けた施設調査の内容や検討項目は、保守点検業者等の
維持管理に携わる関係者への十分なヒアリングや意向、現場の汚水処理施設の状況等に
よって、必要かつ実施可能な内容とする。 
なお、すでに類似調査を実施している場合は、可能な範囲で活用するものとする。例え

ば、施設の再編・集約の検討における都道府県・市町村の汚水処理構想、広域化・共同化
計画、集排再編計画、最適整備構想等が考えられるので、既存の計画・文献調査により事
前に確認する。 

 
（２）維持管理適正化計画の見直し 

維持管理適正化計画は、施設の再編・集約、施設規模・処理方式の適正化等による維持
管理の効率化・適正化等を目的として、施設調査及び維持管理適正化対策の検討結果に基
づいて作成されるものであり、その後の事業計画、設計・施工、維持管理において活用さ
れることになる。 
計画策定後において、社会情勢の変化や時間の経過とともに策定した計画内容に変化

が発生した場合には、必要に応じて計画の更新を行うものとする。 
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２－１０．維持管理適正化対策の検討の省略要件 
総務省が公表する経営指標調査結果において、直近の経費回収率（維持管理費）が 100%

を上回っている場合には、既に維持管理の効率化・適正化の取組が行われていると見な
し、その結果の根拠となる資料等の添付をもって既に検討済みとして取り扱うことがで
きる。また、各必須検討項目には省略要件が設けられているので適否を予め確認する。 
ただし、省略要件の適否に関わらず、維持管理の実状に応じて維持管理適正化対策の検

討の要否を適切に判断しなければならない。 
【解説】 

表２－２に全体・共通及び各検討項目の検討の省略要件を示す。 
なお、省略要件に該当する場合であっても、更なる維持管理の効率化・適正化を図るこ

とが可能となる場合もあることから、積極的に各検討を実施することが望ましい。 
 

表２－２．検討の省略要件と適用例 

検討項目 内容 省略要件 適用例 

全体・共通 経費回収率（維持
管理費） 

経費回収率（維持管理費）が
100％以上（総務省公開経営指
標） 

【参考２】により直近の経費回収
率を確認し、100％を上回ってい
る場合。※１ 

①施設の再
編・集約 

下水道への接続や
集排同士の統廃合 

a.過去に検討済み 過去に集排施設の再編・集約に必
要な検討※２結果が含まれた集排
再編計画を策定している場合。 
ただし、過去に行った検討結果に
ついて、現状の人口等の諸条件に
より検証を行い、妥当性を確認す
ることが必要。 

② 施 設 規
模・処理方
式の適正化 

人口増減や処理状
況に応じた規模の
適正化や処理方式
の切替等 

a.①の結果、再編・集約する施設 
 

①の結果、計画対象処理区におけ
る汚水処理施設が再編・集約によ
って廃止される場合。 

ただし、廃止時期が未定又は、廃
止までの期間が長期である場合
は、②、③の検討が必要。 

b.次のｱ）～ｳ）すべてを満たすも
の 
ｱ）腐食性ガスを発生する嫌気性
処理工程を含まないもの 
ｲ）排水処理基準の変更なし 
ｳ）人口・流入汚水量の現況施設
設計値と直近実績値の変動・
乖離がともに１割以内 

ｱ)～ｳ）の条件をすべて満たす処
理区である場合（例：汚水処理方
式が浮遊生物法で、排水処理基準
の変更がなく、かつ人口・流入汚
水量のそれぞれに計画と直近実
績値の変動が１割以内の場合）。 
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検討項目 内容 省略要件 適用例 

c.過去に検討済み 過去に集排施設更新整備に関す
る技術指針により改築更新の検
討を実施している場合。 
ただし、過去に行った検討結果に
ついて、現状の人口等の諸条件に
より検証を行い、妥当性を確認す
ることが必要。 

③省エネル
ギー技術等
の新技術導
入 

省エネルギー機
器、省エネルギー
運転、遠方監視シ
ステムの導入等 

a.①の結果、再編・集約する施設 ①の結果、計画対象処理区におけ
る汚水処理施設が再編・集約によ
って廃止される場合。 

ただし、廃止時期が未定又は、廃
止までの期間が長期である場合
は、②、③の検討が必要。 

b.過去に検討済み 
（省エネルギー機器、省エネルギ
ー運転） 

過去に省エネルギー技術の導入
を検討している場合。 
ただし、過去に行った検討結果に
ついて、現状の人口等の諸条件に
より検証を行い、妥当性を確認す
ることが必要。 

c.過去に検討済み 
（遠方監視システム） 

過去に遠方監視システムの導入
を検討している場合。 
ただし、過去に行った検討結果に
ついて、現状の人口等の諸条件に
より検証を行い、妥当性を確認す
ることが必要。 

④その他 （例）PPP/PFI 等
の導入判断等 

（検討については、任意） － 

※１：ただし、市町村単位の経費回収率が 100%を上回っていたとしても、計画対象処理区単位で経費回収

率が 100％を下回る場合は検討を実施することが望ましい。 

また、経費回収率が 100%を上回っている場合においても、計画に必要な検討を実施することで、更

なる経営改善や維持管理の効率化・適正化を図ることができる場合があるので、検討を実施すること

が望ましい。 

※２：必要な検討の内容は、「農業集落排水施設再編計画作成の手引き（案）」を参照。 
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【参考２】経費回収率の取扱い 
 

市町村単位の経費回収率（維持管理費）は、総務省ホームページ（下水道事業経営指標・
下水道使用料の概要）より次項の①又は②の方法で確認する。 
また、処理区単位の経費回収率についても、可能な限り整理する。市町村内に処理区が

複数ある場合は、共通経費を何らかの指標で案分して整理する。維持管理費には以下の経
費を想定しており、漏れ等のないように留意して積み上げる。 

 
 

経費回収率 ＝                  × 100 
 

（A）使用料収入：使用料単価×年間有収水量 
（注：一般会計からの繰入金は加算しない） 
 

（B）汚水処理費（維持管理費）：汚水処理に係る経費 

 
 
  

対 象 施 設：処理施設・管渠・ポンプ場 
対 象 経 費：職員人件費、保守点検委託費、修繕費、電力費、汚泥処理費、薬

品費、清掃費、水質測定経費、調査費、燃料費、通信費 

使用料収入（A） 
汚水処理費（維持管理費）（B） 
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総務省ホームページ（下水道事業経営指標・下水道使用料の概要） 
令和２年：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/jititai_2/r02/index.html 

 
① ７．下水道事業比較経営診断表 
② ８．個表（４）農業集落排水施設 
 
 

 
 

図２－４．経費回収率（維持管理費）の確認方法 
（総務省ホームページ：下水道事業経営指標・下水道使用料の概要目次） 

  

７．下水道事業比較経営診断表 

８．個表（４）農業集落排水施設 
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① ７．下水道事業比較経営診断表 

 
図２－５．経費回収率（維持管理費）の確認方法① 

 
② ８．個表（４）農業集落排水施設 

 

図２－６．経費回収率（維持管理費）の確認方法② 
 

都道府県名 　処理区域内人口別区分 232

団体名 　有収水量密度別区分 0.4

事業名 　供用開始後年数別区分 20

全国平均 全国平均

R1年度 R2年度 (農集) R1年度 R2年度 (農集)

％ 0.1 0.1 － 5.2 － ％ 109.0 108.9 127.4 117.2 203/311

％ 43.2 41.4 56.4 58.4 － ％ 109.0 108.9 97.4 96.1 52/311

円／月 3,264 3,264 3,267 3,285 － ％ 0.0 0.0 37.9 56.7 1/311

人／ha 8 8 13 14 － ％ 2.1 2.1 1.8 1.9 271/311

％ 71.4 72.7 65.8 64.0 39/311

％ 63.2 50.7 60.6 55.2 113/311 ％ 102.7 102.9 101.6 103.0 275/311

％ 33.7 39.3 92.9 89.9 311/311 千円／人 674 638 364 340 273/311

％ 75.6 72.8 80.2 86.6 250/311

円／㎥ 136.76 135.23 155.04 154.20 235/311

円／㎥ 1161.23 1045.35 310.02 253.04 300/311

円／㎥ 2405.28 2344.75 593.75 484.37 308/311

円／㎥ 1161.23 1045.35 278.34 222.82 304/311

円／㎥ 0.00 0.00 31.68 30.22 1/311

％ 11.8 12.9 50.0 60.9 300/311

％ 5.7 5.8 26.1 31.8 309/311

％ 11.8 12.9 55.7 69.2 305/311

円／人 56,665 49,978 24,300 21,850 265/311

15年以上25年未満

　固定資産対長期資本比率

財政状態の健全性

　経常収支比率

　事業別資金不足比率

　利子負担率

　総収支比率

　自己資本構成比率

　処理区域内人口１人あたりの
　企業債（地方債）現在高

　使用料単価

　一般家庭用使用料
  （1ヶ月20㎥あたり）

　事業別普及率

　施設利用率

　有収率

経営の効率性

　水洗化率

団　　体

  処理区域内人口密度

項　　　目

施設の効率性

事業の概要

　進捗率

令 和 2 年 度 下 水 道 事 業 比 較 経 営 診 断 表

類型平均 項　　　目
類型内
順　 位

団　　体
類型平均

類型内
順　 位

処理区域内人口
　　　　　　　（人）

有収水量密度
　　　（千㎥/ｈa)

供用開始後年数
　　　　　　　(年）

2.5千m3/ｈa未満

　処理区域内人口1人あたり
　の管理運営費(汚水分）

　汚水処理原価
  （維持管理費）

　汚水処理原価
  （資本費）

　経費回収率
  （維持管理費）

　汚水処理原価(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率

　汚水処理原価

0.6

0.8

1

1.2

1.4
1

2

34

5

経営の効率性
(汚水処理原価（分流式下
水道等に要する経費を控
除する前））

【参考】分流式下水道等に
要する経費を控除する前
の経費回収率

個 別 事 業 効 率 性 の 類 型 平 均、全 国 平 均 と の 比 較

投資の効率性
（水洗化率）

経営の健全性
（経費回収率）

施設の効率性
（有収率）

実 行

北海道

旭川市

農業集落排水施設(法適用)

団体
コード

都道府県名 団体名
事業

コード
類型区分 経費回収率

経費回収率
（分流式下水道
等に要する経費

控除前）

経費回収率
（維持管理費）

処理区域１人
あたりの管理運
営費（汚水分）

％ ％ ％ 円/人

465241 鹿児島県 宇検村 2175 a2 61.90 33.50 61.90 34,719
団体数 1 a2 計 61.90 33.50 61.90 34,719

204161 長野県 豊丘村 1175 b1 108.20 40.60 109.20 13,628
団体数 1 b1 計 108.20 40.60 109.20 13,628

453838 宮崎県 綾町 2175 b2 54.50 54.50 90.20 150,591
団体数 1 b2 計 54.50 54.50 90.20 150,591

092142 栃木県 さくら市 1175 c1 78.80 30.20 78.80 12,728
141500 神奈川県 相模原市 1175 c1 17.90 11.20 17.90 59,787
162078 富山県 黒部市 1175 c1 99.00 65.40 135.60 15,185
172090 石川県 かほく市 1175 c1 63.20 44.20 107.10 18,447
202053 長野県 飯田市 1175 c1 95.80 40.20 95.80 18,849
202070 長野県 須坂市 1175 c1 153.10 46.20 153.10 22,090

経費回収率（維持管理費） 

都道府県・市町村 

経費回収率（維持管理費） 

22
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